
（作成例） 

 

         ビル全体についての防火管理に係る消防計画 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この全体についての防火管理に係る消防計画は、消防法第８条の２第１

項に基づき、           ビル（以下「当ビル」という。）の管理権

原者の協議により、建物全体についての防火管理に係る必要な事項を定め、火

災、地震等の災害の予防及び被害の軽減を図ることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この全体についての防火管理に係る消防計画は、当ビルに存する事業所

の管理権原者及びその従業員並びに出入りするすべての者に適用する。 

  

（管理権原者の責任範囲） 

第３条 当ビルにおける各管理権原者の権原の範囲は、別添１のとおりとし、防

火管理業務についての責任を持つものとする。 

 

第２章 予防管理対策 

 （点検・検査） 

第４条 消防用設備等の点検及び建物、火気使用設備器具等の検査は、次により

行うものとする。 

 （１）消防用設備等の点検 

    消防用設備等の点検は、           株式会社に委託して行

うほか、各事業所の防火管理者が定める消防計画に基づき実施するものと

する。ただし、共用部分については、           株式会社（当

ビル所有者）の防火管理者が定める消防計画に基づき実施するものとする。 

 （２）建物等の点検・検査 

    建物、火気使用器具・設備、電気設備等の検査は、各事業所の防火管理

者が定める消防計画に基づき実施するものとする。ただし、共用部分につ

いては、           株式会社（当ビル所有者）の防火管理者

が定める消防計画に基づき実施するものとする。 

 

（防火管理台帳の作成、整備及び保管）  

第５条 統括防火管理者及び各防火管理者は、前条で点検した結果及び防火管理

業務に必要な書類等を取りまとめて防火管理台帳を作成、整備及び保管する。 

 



 （不備欠陥箇所の改修）  

第６条 統括防火管理者及び各防火管理者は、消防用設備等の点検及び建物等の

点検・検査により明らかになった不備欠陥箇所について、速やかに改修するた

めの必要な措置を図るものとする。 

 

 （避難施設・防火設備等の管理） 

第７条 統括防火管理者及び各防火管理者は、避難施設及び防火設備の機能を有

効に保持するため、次の事項を遵守するものとする。 

（１）廊下、階段、避難口、避難通路その他の避難施設 

  ア 避難の障害となる設備を設けたり、物品を置かないこと。 

  イ 避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した

場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。 

（２）防火設備 

  ア 防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を保持し、閉鎖の障害とな

るくさびや物品を置かないこと。 

  イ 防火戸に隣接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。 

 

 （災害予防措置） 

第８条 各事業所の防火管理者が、火災、地震等による災害を未然に防止するた

めに行う必要な措置及び当ビルに勤務し出入りする者が、火気を使用する場合

及び施設に対する遵守事項等については、各事業所の消防計画による。 

 

第３章 自衛消防活動 

（自衛消防の組織） 

第９条 自衛消防の組織（以下「自衛消防隊」という。）は、本部隊と地区隊を設

け、地区隊は各事業所の消防計画に定める自衛消防隊とし、本部隊は別添２の

とおりとする。 

２ 自衛消防隊長は、協議会の代表者（又は統括防火管理者）とし、火災及び震

災等の災害活動並びに訓練の実施にあたり、指揮、命令等の一切の権限を有す

るものとする。 

 

 （自衛消防隊の活動） 

第 10条 自衛消防隊の活動は、次によるものとする。 

  （１）本部隊と地区隊とは、相互に協力し、火災及び震災等に対処するものと

する。 

（２）本部隊は、自衛消防活動の中核をなし、火災等の発生地区隊と協力して

災害活動にあたるものとする。 

 (３) 地区隊の活動は、火災等の災害が発生した当該地区の地区隊が中心とな



り、当該地区隊長の指揮のもとに初動措置を講ずるものとし、その活動は、

各事業所の防火管理者が定める消防計画によるものとする。 

（４）火災等の発生した地区以外の地区隊の活動は、発生した地区と隣接する

地区の地区隊又は自衛消防隊長の命令を受けた地区隊を除いて、全て避難

誘導にあたるものとする。 

 

 （本部隊の任務・体制） 

第 11条 本部隊の主な任務は次のとおりとし、災害発生時に初動対応及び全体の

統制を行う。 

 （１）自衛消防活動の指揮統制、状況の把握 

（２）消防隊に対する当ビルの構造その他必要な情報の提供及び資料の提供、 

  消防隊の誘導 

（３）在館者に対する指示 

（４）関係機関や関係者への連絡 

（５）消防用設備等の操作運用 

（６）避難状況の把握 

（７）地区隊への指揮や指示 

（８）その他必要な事項  

２ 本部隊は、地区隊が活動している場合、当該地区隊に対し、協力するととも

に、指揮、統制を行い、他の地区隊に支援を要請し活動させることができる。 

３ 自衛消防隊長は、自衛消防隊全体を指揮するとともに、本部隊を直接指揮す

る。 

４ 本部隊の体制は、指揮班、通報連絡班、初期消火班、避難誘導班、安全防護

班、応急救護班により構成するものとし、その任務は次のとおりとする。 

  （１）指揮班 

    ア 自衛消防隊長の補佐 

    イ 自衛消防本部の設置 

ウ 消防隊への情報及び資料の提供、災害現場への消防隊の誘導等消防

隊の支援 

    エ その他指揮統制上、必要な事項 

  （２）通報連絡班 

    ア 被害・避難状況等の情報及び資料の収集 

    イ 消防機関への通報及び通報の確認 

    ウ 全事業所への災害の通報 

エ 自衛消防隊長の指示、命令の地区隊への伝達及び各地区隊との連絡 

  （３）初期消火班 

    ア 出火場所へ直行し、消火器及び屋内消火栓等による消火作業 

    イ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 



  （４）避難誘導班 

    ア 被害発生箇所へ直行し、避難開始の指示命令の伝達 

    イ 非常口の開放及び開放の確認 

    ウ 避難上障害となる物品の除去 

    エ 逃げ遅れ、要救護者の確認及び本部への報告 

  （５）安全防護班 

    ア 火災発生地区へ直行し、防火戸、防火シャッターの閉鎖 

    イ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止 

    ウ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 

    エ 立入禁止区域の設定 

  （６）応急救護班 

    ア 応急救護所の設置 

    イ 負傷者の応急措置 

    ウ 救急隊との連携、情報の提供 

 

第４章 震災対策 

（震災予防措置） 

第 12条 防火管理者等は、地震による被害を軽減又は防止するために次の措置を

講じなければならない。 

（１）ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置 

（２）窓ガラス、看板、広告塔等の落下、飛散防止措置 

（３）火気使用設備・器具からの出火防止措置 

（４）危険物等の流出、漏洩防止措置 

（５）震災（災害）用の備蓄品、救出用資機材の確保及び定期的な点検 

 

（地震発生時の安全措置） 

第 13条 地震が発生した場合には、次の措置を講じるものとする。 

（１）地震発生直後は、従業員及び来館者の安全を守ることを第一とする。 

（２）火気使用設備・器具の直近にいる従業員は、速やかに元栓、器具栓の閉

止及び電源遮断を行う。 

（３）火元責任者は、火災等二次災害の発生を防止するため、速やかに建物、

火気使用設備・器具、危険物施設等について点検を実施し、防火管理者等

に異常を報告するとともに、異常が認められた場合は直ちに応急措置を行

う。 

 

（地震発生後の自衛消防活動） 

第 14 条 地震後における活動は、第 11 条第 4 項に定める任務のほか、次の事項

について行うものとする。 



（１）出火防止の措置 

  各班は、各区域の火気使用設備・器具等の使用停止及び停止確認をする

とともに、その報告を自衛消防隊長へ行うものとする。 

（２）情報の収集 

  通報連絡班は、被災状況を確認するとともに、火元責任者等から積極的

に情報を収集し、自衛消防隊長へ報告する。 

（３）消火活動 

  初期消火班は、消火器等を携行して出火危険箇所を確認し、出火防止措

置を行う。また、火災発生時には初期消火に当たるものとする。 

（４）避難誘導 

  避難誘導班は、避難経路を確保し、在館者及び従業員を指定された避難

場所へ誘導するものとする。 

 

第７章 防災教育及び訓練 

（教育） 

第 15条 統括防火管理者は、防火管理業務に従事する者に対して、防火管理業務

に必要な知識、技術を高めるために教育を行う。 

２ 従業員に対する教育は、各事業所の消防計画による。 

 

（教育の内容） 

第 16条 防火管理業務に従事する者に対する教育の内容は、次による。 

 （１）全体についての防火管理に係る消防計画の周知徹底 

 （２）火災予防上の遵守事項 

 （３）自衛消防隊の編成とその任務 

 （４）消防用設備等及び防災設備等の機能及び取扱要領 

 （５）東海地震注意情報発表時から警戒宣言発令時の対応要領 

 （６）その他火災及び震災予防上必要な事項 

 

 （訓練） 

第 17条 統括防火管理者は、すべての事業所が参加する消防訓練を実施する。 

２ 各事業所の訓練は、各事業所の消防計画に定めるところにより実施する。 

 

（訓練の内容） 

第 18条 訓練は次の要領により実施する。 

 （１）総合訓練は、本部隊と地区隊が一体となって、  月及び  月に実施

する。 

 （２）統括防火管理者は、前号の訓練を実施する場合は、あらかじめ所轄の消

防署へ届け出をする。 



 （３）統括防火管理者は、訓練の実施結果について検証し、その検証内容につ

いては、次回の訓練に反映させる。 

 

第８章 防火管理業務の一部委託 

（防火管理業務の一部委託） 

第 19条 当ビルの全体についての防火管理業務の一部は、別添３のとおり委託す

るものとする。 

 

 

附 則 この全体についての防火管理に係る消防計画は、平成  年  月  

日から施行する。 

 

 

 



別添１ 

 

各管理権原者の責任範囲 

※管理権原者が建物内に多数存在し、各管理権原者の責任範囲を本表に明示する

ことが困難な場合は、図面等に当該管理権原者の責任範囲を明記する。 

№ 事業所名 
管理権原者 

役職・氏名 
責任範囲 

１ 

  

 

２ 

  

 

３ 

  

 

４ 

  

 

５ 

  

 

６ 

  

 

７ 

  

 

８ 

  

 

９ 

  

 

10 

  

 



別添２ 

 

自衛消防隊本部隊の編成表 

 

自衛消防隊長               

本部隊の編成 

指揮班 

班 長： 

班 員： 

   ： 

通報連絡班 

班 長： 

班 員： 

   ： 

初期消火班 

班 長： 

班 員： 

   ： 

避難誘導班 

班 長： 

班 員： 

   ： 

安全防護班 

班 長： 

班 員： 

   ： 

応急救護班 

班 長： 

班 員： 

   ： 

 ※自衛消防隊長不在時の代行順は、以下のとおりとする。 

  指揮班長、通報連絡班長、初期消火班長、避難誘導班長、安全防護班長、応

急救護班長 



 

別添３ 

 

全体についての防火管理業務の委託状況票 

 

 <    方式 >            （    年  月  日現在） 

受     託     者 

氏名（名称） 

 

住所（所在地） 
 

電話番号 

担当事務所 
 

電話番号 

防火管理業務の 

範     囲 

 

防火管理業務の 

方     法 

 



 


